
独立行政法人国立印刷局（法人番号6010405003434）の役職員の報酬・給与等について

Ⅰ 役員報酬等について

1　役員報酬についての基本方針に関する事項

法人の長

理事

監事

  ②  令和5年度における役員報酬についての業績反映のさせ方（業績給の仕組み及び導入
　　実績を含む。）

　③ 役員報酬基準の内容及び令和5年度における改定内容

  ①  役員報酬の支給水準の設定についての考え方

独立行政法人国立印刷局（以下「印刷局」という。）の主要事業は、日本銀行券をはじめ、法
令等の政府情報の公的な伝達手段である官報、旅券、郵便切手、証券類など、国民生活に密
着した公共性の高い製品の製造である。

当法人は行政執行法人であり、役員は国家公務員の身分を有することから、役員報酬の水
準を検討するに当たっては、一般職の国家公務員との均衡を考慮し、一般職の職員の給与に
関する法律（以下「一般職給与法」という。）の指定職俸給表を基礎とした。

また、役員は、独立行政法人の経営責任を負うこと、事業規模が大きく（本局、研究所をはじ
め全国に6つの製造工場を保有。）業務が多岐にわたる印刷局を独立採算で健全に運営する
こと等を総合的に勘案し、理事長については、指定職俸給表6号俸に相当する額以下の額、理
事については、4号俸に相当する額以下の額、監事については、2号俸に相当する額以下の額
で理事長が決定するものとしている。

役員の報酬のうち俸給については、「役員報酬規則」において、主務大臣が行う業務の実績
の評価の結果を勘案し、当該役員の職務実績に応じた増減ができるよう規定している。

また、勤勉手当においても、当該役員の勤務成績に応じて、基礎額に理事長が定める割合
を乗じて得た額としている。

役員報酬基準は、「役員報酬規則」において俸給、地域手当、通
勤手当、単身赴任手当、期末手当及び勤勉手当からなると規定され
ている。

俸給については、指定職俸給表6号俸（令和5年度：1,038,000円）
に相当する額以下の額としている。

地域手当、通勤手当、単身赴任手当及び期末手当については、
一般職給与法に準じた額としている。

勤勉手当については、基礎額に一般職給与法に準じて理事長が
定める割合を乗じた額としている。また、勤勉手当の総額は、一般職
給与法第19条の7第2項第1号ロに定める割合を乗じて得た額の総額
を超えないこととしている。

なお、令和5年度における期末手当及び勤勉手当の支給割合につ
いては、令和5年度の人事院勧告を受けて一般職給与法に定める指
定職俸給表の適用を受ける者の支給割合が改定されたことから、こ
れに準じて支給月数を対前年度比でそれぞれ0．05月分引き上げた。

役員報酬基準は、俸給を指定職俸給表4号俸（令和5年度：898,000
円）に相当する額以下の額とする以外はすべて理事長と同様である。

令和5年度における改定内容についても理事長と同様である。

役員報酬基準は、俸給を指定職俸給表2号俸（令和5年度：763,000
円）に相当する額以下の額とする以外はすべて理事長と同様である。

令和5年度における改定内容についても理事長と同様である。



２　役員の報酬等の支給状況
令和5年度年間報酬等の総額

報酬（給与） 賞与 就任 退任
千円 千円 千円 千円

20,912 12,456 5,965 2,491 （地域手当） ◇

千円 千円 千円 千円

17,181 9,840 4,545
1,968

276
552

（地域手当）
（通勤手当）

（単身赴任手当）
令和5年4月1日 ◇

千円 千円 千円 千円

15,472 9,156 4,404
1,831

81
（地域手当）
（通勤手当） ※

千円 千円 千円 千円

15,688 9,156 4,404
1,831

297
（地域手当）
（通勤手当） ※

千円 千円 千円 千円

13,873 9,156 2,794
1,831

92
（地域手当）
（通勤手当）

令和5年4月1日 ※

千円 千円 千円 千円

4,874 2,288 2,128 458 （地域手当） 令和5年6月21日

千円 千円 千円 千円

15,450 9,156 4,384
1,831

79
（地域手当）
（通勤手当）

千円 千円 千円 千円

10,681 7,110 1,944
1,422

205
（地域手当）
（通勤手当）

令和5年6月22日

注１：「その他」欄には手当等が支給されている場合は、例えば通勤手当の総額を記入する。
注２：「前職」欄には、役員の前職の種類別に以下の記号を付す。
　　　 退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、退職公務員でその後
       独立行政法人等の退職者「＊※」、該当がない場合は空欄

A法人の長

B理事

B監事

前職

A監事

その他（内容）

D理事

就任・退任の状況
役名

C理事

A理事

C監事



３　役員の報酬水準の妥当性について
【法人の検証結果】
　法人の長

　理事

　監事

【主務大臣の検証結果】

４　役員の退職手当の支給状況（令和5年度中に退職手当を支給された退職者の状況）

区分 支給額（総額） 退職年月日 業績勘案率 前職

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

4,203 4 0 令和5年3月31日 1.1 ※

千円 年 月

3,831 4 0 令和5年6月21日 1.0（仮）

注１：監事の支給額は、当該役員が在職した期間の業績勘案率が決定されていないため、
　　　退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、該当がない場合は空欄。　　 「暫定的な業績勘案率（1.0）」により算出している。
注２：「前職」欄には、退職者の役員時の前職の種類別に以下の記号を付す。
　　　退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、該当がない場合は空欄。　　 退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、退職公務員でその後

　　 独立行政法人等の退職者「＊※」、該当がない場合は空欄

法人での在職期間

監事

理事

法人の
長

本検証の対象となっている役員の報酬水準は、各役員が国家公務員の
身分を有し、国家公務員の報酬水準と同等となっていることに加えて、独
立採算による事業運営を通じて、国庫納付がなされていること等から、妥
当なものと認められる。

理事長は、印刷局の運営全般について自ら意思決定を行い、独立採
算で健全に運営する責務を負っていることから、民間企業の役員報酬を
参考としている指定職俸給表を適用する職員に相当すると考えられる。
また、当法人は、事業規模が大きく、かつ、公共性の高い日本銀行券等
の製品を確実に製造するという重要な使命を担っていることを踏まえると、
その報酬水準は妥当なものと考えている。

民間企業の役員に相当すると考えられる理事は、指定職俸給表を適
用する職員に相当すると考えられる。また、理事は、法人の長を補佐して
当法人の業務を掌理し、担当部門の業務の実績に係る評価が報酬に反
映されるなど、経営責任を負うことから、その報酬水準は妥当なものと考
えている。

民間企業の役員に相当すると考えられる監事は、指定職俸給表を適用
する職員に相当すると考えられる。また、監事は、印刷局の業務全般を監
査し、その結果に基づき必要と認めるときは、主務大臣に意見を提出する
など、法人の健全な運営の一翼を担うことから、その報酬水準は妥当なも
のと考えている。



５　退職手当の水準の妥当性について
【主務大臣の判断理由等】

区分

６　業績給の仕組み及び導入に関する考え方

該当者なし

判断理由

注：「判断理由」欄には、法人の業績、担当業務の業績及び個人的な業績の検討結果を含め、業績勘案
　　 率及び退職手当支給額の決定に到った理由等を具体的に記入する。

　財務大臣が決定した業績勘案率1.1を踏まえ、「役員退職手当規則」に基づき退職手当支給
額を決定しており、妥当なものと認められる。なお、業績勘案率は、在職期間４年における法人
及び個人の業績等を踏まえ、「独立行政法人の役員の退職金に係る業績勘案率の算定ルール
について」（平成27年5月25日）に基づき、決定したものである。

仮支給のため該当なし

理事

監事

法人の長

役員の業績給については、俸給及び勤勉手当において、その仕組みを導入し
ている。

今後も、引き続き、同仕組みを運用していく。



Ⅱ 職員給与について
１　職員給与についての基本方針に関する事項

　③　 給与制度の内容及び令和5年度における主な改定内容

２　職員給与の支給状況

　①　職種別支給状況

うち通勤手当
人 歳 千円 千円 千円 千円

3,196 46.4 6,929 4,999 136 1,930
人 歳 千円 千円 千円 千円

3,021 46.4 6,927 4,997 134 1,930
人 歳 千円 千円 千円 千円

60 45.8 7,504 5,419 230 2,085
人 歳 千円 千円 千円 千円

34 45.8 6,839 4,928 187 1,911
人 歳 千円 千円 千円 千円

11 51.1 6,563 4,727 95 1,836
人 歳 千円 千円 千円 千円

70 47.9 6,616 4,786 108 1,830

その他医療職種
（看護師）

事務・技術

研究職種

その他

総額
人員

技能職種

　②　職員の発揮した能率又は職員の勤務成績の給与への反映方法についての考え方（業績給
　　の仕組み及び導入実績を含む。）

常勤職員

うち賞与平均年齢

　①　職員給与の支給水準の設定等についての考え方

区分
令和5年度の年間給与額（平均）

うち所定内

当法人は行政執行法人であり、職員は国家公務員の身分を有することから、職員の給

与水準を検討するに当たっては、一般職の国家公務員の給与を参酌し、かつ民間企業

の従業員の給与との均衡状況及び当法人の業務の実績等を考慮しつつ労使交渉を経て

決定している。

毎年度勤務評価を実施し、職員の勤務実績及び能力を適切に評価し、評価結果を翌

年度の昇給に反映させている。また、奨励手当（勤勉手当に相当）の支給に当たっては、

勤務成績に応じて増減を行っている。

(１)給与制度の内容
「職員給与規則」にのっとり、俸給及び諸手当（扶養手当、地域手当、広域異動手当、初

任給調整手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、管理職手当、役職手当、超過勤務
手当、夜勤手当、管理職員特別勤務手当、特殊勤務手当、期末手当及び奨励手当）とし
ている。

期末手当については、期末手当基礎額（俸給の月額＋扶養手当の月額＋俸給月額と
扶養手当の月額との合計額に対する地域手当及び広域異動手当の月額＋役職段階別
加算額＋管理職加算額）に期別支給割合を乗じ、さらに基準日以前6か月以内の期間に
おけるその者の在職期間に応じた割合を乗じて得た額としている。

奨励手当については、奨励手当基礎額（俸給の月額＋俸給月額に対する地域手当及
び広域異動手当の月額＋役職段階別加算額＋管理職加算額）に基準日以前6か月以内
の期間におけるその者の勤務成績に応じた割合を乗じて得た額としている。

(２)令和5年度における主な改定内容
①5月31日に中央労働委員会から提示された令和5年度新賃金に関する調停案の受諾

に基づき、4月1日に遡及して基準内賃金を2.05％相当額（7,409円）引き上げた。
②賞与について、一般職給与法の適用を受ける国家公務員の支給月数の引上げ及び

業務の実績等を勘案し、支給月数を対前年度比で0.2月分引き上げた。



うち通勤手当
人 歳 千円 千円 千円 千円

335 62.4 4,438 3,705 106 733
人 歳 千円 千円 千円 千円

332 62.4 4,437 3,704 106 733
人 歳 千円 千円 千円 千円

- - - - - -
人 歳 千円 千円 千円 千円

3 62.2 4,599 3,831 68 768
人 歳 千円 千円 千円 千円

- - - - - -

注１：常勤職員については、在外職員、任期付職員及び再任用職員を除く。
注２：｢技能職種｣とは、図案作成及び原版彫刻等の工芸的業務並びに自動車の運転業務を行う職種を示す。
注３：｢その他｣とは、警備職員である。
注４：｢在外職員｣、｢非常勤職員｣及び「任期付職員」については該当する職員がいないため表を記載していない。
注５：常勤職員の「医療職種（病院医師）」、「医療職種（病院看護師）」、｢その他医療職種｣及び｢教育職種(高等

　　専門学校教員)｣については該当する職員がいないため欄を記載していない。

注６：再任用職員のうち、「研究職種」については該当者が2人、「その他」については該当者が1人のため、
　　当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから、「区分」欄以外は記載せず、再任用職員全体の　
　　数値からも除外している。
　　

再任用職員

その他

区分

技能職種

事務・技術

研究職種

人員 平均年齢
令和5年度の年間給与額（平均）

総額
うち所定内 うち賞与



②

注：①の年間給与額から通勤手当を除いた状況である。以下、④まで同じ。

（事務・技術職員）

（研究職員）

年齢別年間給与の分布状況（事務・技術職員／研究職員））〔在外職員、任期付職員及び再任用職員
を除く。以下、④まで同じ。〕

注１：年齢20～23歳及び24～27歳の該当者が2人のため、当該個人に関する情報を特定されるおそ
　　　 れがあることから、平均給与額については表示していない。
注２：年齢20～23歳、24～27歳、36～39歳及び40～43歳の該当者が4人以下のため、当該個人に
　   　関する情報を特定されるおそれがあることから、第1・第3四分位については表示していない。
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③

（事務・技術職員）

平均
人 歳 千円

46 56.5 10,348

30 30.9 4,475

1,462 52.4 7,214

（研究職員）

平均
人 歳 千円

13 55.9 8,757

38 40.2 6,204

④

（事務・技術職員）

夏季（6月） 冬季（12月） 計
％ ％ ％

44.7 46.8 45.8

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 55.3 53.2 54.2

％ ％ ％

         最高～最低 58.1～46.2 56.0～44.0 57.0～45.1

％ ％ ％

51.8 54.2 53.0

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 48.2 45.8 47.0

％ ％ ％

         最高～最低 58.1～36.8 56.0～43.2 55.9～41.1

（研究職員）

夏季（6月） 冬季（12月） 計
％ ％ ％

51.0 53.2 52.1

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 49.0 46.8 47.9

％ ％ ％

         最高～最低 55.2～46.3 52.9～44.5 54.1～45.8

％ ％ ％

51.9 54.4 53.2

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 48.1 45.6 46.8

％ ％ ％

         最高～最低 48.5～45.7 46.1～36.9 47.4～43.1

一律支給分（期末相当）

職位別年間給与の分布状況（事務・技術職員／研究職員）

分布状況を示すグループ

千円

人員

　　代表的職位

　　・本部係員

12,967～8,577　　・本部課長

人員

千円

分布状況を示すグループ

8,965～4,153

区分

　　・地方主任

年間給与額

最高～最低

6,430～3,507

平均年齢

一律支給分（期末相当）

　　代表的職位

一律支給分（期末相当）

　　・研究員

一般
職員

管理
職員

管理
職員

9,851～8,280

8,489～3,824

一律支給分（期末相当）

　　・主任研究員

平均年齢

一般
職員

年間給与額

区分

最高～最低

賞与（令和5年度）における査定部分の比率（事務・技術職員／研究職員）



３　給与水準の妥当性の検証等

○事務・技術職員

95.3

91.1

98.2

94.1

○研究職員

81.8

87.4

86.3

92.3

項目

講ずる措置

　国の水準を下回っている。

・年齢・地域勘案　

・年齢勘案　
項目

・年齢勘案　

・年齢・地域・学歴勘案

内容

　　給与水準の妥当性の
　　検証

特になし。

・年齢・学歴勘案　

　国に比べて給与水準が
　高くなっている理由

・年齢・地域・学歴勘案

・年齢・学歴勘案　

講ずる措置

　　給与水準の妥当性の
　　検証

　国に比べて給与水準が
　高くなっている理由

内容

対国家公務員
指数の状況

（主務大臣の検証結果）
　本検証の対象となっている職員の給与水準は、各職員が国家公務員の身分
を有し、国家公務員の給与水準と同等となっていることに加えて、独立採算によ
る事業運営を通じて、国庫納付がなされていること等から、妥当なものと認めら
れる。

（主務大臣の検証結果）
　本検証の対象となっている職員の給与水準は、各職員が国家公務員の身分
を有し、国家公務員の給与水準と同等となっていることに加えて、独立採算によ
る事業運営を通じて、国庫納付がなされていること等から、妥当なものと認めら
れる。

　国の水準を下回っている。

・年齢・地域勘案　

特になし。

対国家公務員
指数の状況

【支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合　0％】
（国からの財政支出額0円、支出予算の総額85,250百万円：令和5年度予算）
【累積欠損額　0円（令和4年度決算）】
【管理職の割合　14.5％（常勤職員数62名中9名）】
【大学以上の高学歴者の割合　58.1％（常勤職員数62名中36名）】
【支出総額に占める給与・報酬等支給総額の割合34.9％】
（支出総額79,920百万円、給与・報酬等支給総額27,901百万円：令和4年度決
算）
【検証結果】
（法人の検証結果）
　当法人の給与水準は、一般職給与法の適用を受ける国家公務員の給与を参
酌し、かつ民間企業の従業員の給与及び業務の実績などを考慮して決定され
ている。当法人の職員には、日本銀行券への搭載が可能な世界最高水準の偽
造防止技術等の開発を目指した研究を行うこと等が求められること及び、対国家
公務員指数は100を下回っていることを踏まえると、給与水準は適正なものであ
ると考えている。

【支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合　0％】
（国からの財政支出額0円、支出予算の総額85,250百万円：令和5年度予算）
【累積欠損額　0円（令和4年度決算）】
【管理職の割合 3.0％（常勤職員数3,353名中102名）】
【大学以上の高学歴者の割合　18.8％（常勤職員数3,353名中629名）】
【支出総額に占める給与・報酬等支給総額の割合34.9％】
（支出総額79,920百万円、給与・報酬等支給総額27,901百万円：令和4年度決
算）
【検証結果】
（法人の検証結果）
　当法人の給与水準は、一般職給与法の適用を受ける国家公務員の給与を参
酌し、かつ民間企業の従業員の給与及び業務の実績などを考慮して決定され
ている。当法人の職員には、日本銀行券や官報など、国民生活に密着した公共
性の高い製品を確実に製造すること等が求められること及び、対国家公務員指
数は100を下回っていることを踏まえると、給与水準は適正なものであると考えて
いる。



４　モデル給与

５　業績給の仕組み及び導入に関する考え方

Ⅲ　総人件費について

令和4年度 令和5年度

千円 千円

(A)
千円 千円

(Ｂ)
千円 千円

(Ｃ)
千円 千円

(D)
千円 千円

(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)

総人件費について参考となる事項

Ⅳ　その他

給与、報酬等支給総額
27,900,626

34,241,52036,906,951

退職手当支給額
3,742,091

134,215

5,044,488 5,089,389

219,746

28,423,088

594,828

区　　分

注：中期目標管理法人及び国立研究開発法人については中期目標期間又は中長期目標
　　 期間の開始年度分から当年度分までを記載する。行政執行法人については当年度分を
　　 記載する。

最広義人件費

非常勤役職員等給与

福利厚生費

事務・技術職、研究職等の職員の定年年齢は65歳である。当該職員については、国
家公務員法の改正により、令和5年4月1日に定年年齢が60歳から65歳に引き上げられ
た。定年年齢の引上げに伴い、60歳に達した管理職の職員は非管理職に降任する制
度を設けているほか、職員の基本給について60歳に達する年度から7割水準とすること
とした。

職員の業績給については、特別昇給及び奨励手当において、その仕組みを導入

している。

今後も、引き続き、同仕組みを運用していく。

（扶養家族がいない場合）
○22歳（大卒初任給）

月額205,500円 年間給与3,411,300円
○35歳（本部係長）

月額375,944円 年間給与6,302,987円

○50歳（本部企画官）
月額617,232円 年間給与10,429,086円

※ 扶養家族がいる場合には、扶養手当（配偶者5,000円、子1人につき
7,700円）を支給

「給与、報酬等支給総額」について
増要因としては、人員増（+1.0%）、基準内賃金の引き上げ(7,409円)及び賞与の支給月数の

引上げ(0.20月分)があったことから、対前年度比は+1.9％となった。
「退職手当支給額」について

定年退職者（定年退職扱い含む。）の減少(△90.9％）等が要因となり、対前年度比は、
△84.1％となった。なお、役員については、「公務員の給与改定に関する取扱いについて」（平
成29年11月17日閣議決定）に基づき、平成30年1月1日から独立行政法人国立印刷局役員退
職手当規則を改正し、退職手当の支給率を100分の10.875から100分の10.4625に引き下げて
おり、また、職員についても、国家公務員退職手当法の改正により、平成30年1月1日から退職
手当の支給水準が引き下げられている。
「非常勤役職員等給与」について

減要因としては、再任用短時間勤務職員の減少（△53.8%）等があったことから、対前年度比
は△38.9％となった。
「最広義人件費」について
上記の変動要因により、対前年度比は、△7.2％となった。


